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１．中南部下水道事務所の概要  
                                        

                    

 所管の仙塩、阿武隈川下流、鳴瀬川及び吉田川の４流域下水道は、各流域とも管渠及び

処理施設の整備が行われ、下水処理を開始しております。 

平成２３年３月１１日の東日本大震災では、津波により仙塩及び県南浄化センターが壊

滅的な被害を受け、下水処理機能が全面停止しましたが、生活に密着した下水道の復旧は

最優先であることから、段階的な下水処理と並行して復旧を進め、関係者の支援もあって、

予定より１年早い平成２５年３月に完全復旧しました。 

  今後は、これまでの下水道施設長寿命化計画を包括して新たに策定したストックマネジ

メント計画に基づき、維持・更新費用の低減と平準化を考慮しながら、修繕、更新による

施設の延命化に取り組み、適切な処理機能の維持を図ってまいります。 

 なお、令和４年度からは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（ＰＦＩ法）に基づく宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）

を導入しております。 

 

１ 管内概要 

 県内の流域下水道は、７流域で事業を行っており、このうち、当所は４流域（仙塩、阿

武隈川下流、鳴瀬川、吉田川）を所管しています。所管区域内の処理人口は、４流域合計

で約７２万人となっており、これは、県内人口２２３万人の約３２％を占めています。 

なお、下水道処理人口普及率は約８８.６％となっています。 

 

 
 

 

 

 

 

  

鹿島台浄化センター 

※処理面積、処理人口、流域別普及率は土木部都市環境課資料（R7.3）による。 
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流域下水道処理場 

宮城県の下水道事業実施状況 

  

仙塩流域下水道 
仙塩浄化センター 

鳴瀬川流域下水道 
鹿島台浄化センター 

吉田川流域下水道 
大和浄化センター 

阿武隈川下流流域下水道 
県南浄化センター 

処理区域人口、普及率、水洗化率は土木部都市環境課資料（R6.3）による。 

Ｒ７．３末現在 
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２ 仙塩流域下水道  

（１）概要 

仙塩流域下水道は、３市２町（仙台市（泉区、宮城野区一部）、塩竈市、多賀城市、 

七ヶ浜町、利府町）の汚水を処理する流域下水道として昭和 47 年度に事業着手し、昭 

和 53 年度に供用を開始しました。流域の生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目 

的に、流域幹線及びポンプ場並びに終末処理場である仙塩浄化センターの整備を行い、 

下水道の普及拡大と七北田川及び松島湾の水質保全を担っています。 
  流域の管渠は、七北田川左岸外５幹線で、延長約 26 ㎞が整備され、処理区域人口は 

3０万９千人、下水道普及率は 99.3%となっています。 

  また、仙塩浄化センターの水処理施設は４系列、日最大能力は 22 万 2 千 m3 で、令 

和７年度の日平均流入量は約 1１万５千 m3 となっています。汚泥処理は、濃縮、消化、 

脱水から焼却処分までを効率的に行っています。 

 
（２）仙塩流域下水道計画諸元 

事業箇所処理区域名 仙塩流域下水道 
 仙塩中央 
計画諸元 全体計画 事業計画 R7 年度末 備考   
計画処理面積(ha) 9,062.75 8,632.27  7,634.2 ※  
計画処理人口(人) 296,743  308,028  309,379 ※ 普及率 99.3% ※ 
計画処理水量(m3／日) 127,820  131,749  （115,080） R7 日平均流入量 
処理能力(m3／日) 128,100  132,000  222,000   
系列数 3 3 4  
管渠延長(m) 26,240  26,240  26,240   
放流渠延長(m) 30  30  30   
ポンプ場(箇所) 1 1 1  
事業期間 S47～R17 ～R12   
処理場名 仙塩浄化センター 
所在地 多賀城市大代六丁目 
敷地面積(ha) 20.6ha 
処理方式 嫌気－無酸素－好気法 標準活性汚泥法、嫌気－無酸素－好気法 
  ※全体計画、事業計画は R7 年度に変更したもの。 

※計画処理水量は日最大であり、（）は R７年度の日平均流入量実績値 

※処理面積、処理人口、流域別普及率は土木部都市環境課資料（R7.3）による。 

仙塩流域下水道一般図 
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（３）仙塩浄化センター消化ガス発電事業 

仙塩浄化センターでは、平成３０年４月から、汚泥処理工程で発生する消化ガスを

活用した発電事業を開始しました。本事業は、発電事業者である株式会社大原鉄工所

が、固定価格買取制度（ＦＩＴ）を活用し、２０年間の発電を行い、県は余剰消化ガ

スを発電事業者に売却することによって、収益を得ています。余剰消化ガスを有効活

用することで、地球温暖化防止に貢献するとともに、未利用エネルギーを活用し、新

たな収入を得ることで、下水道経営の健全化を図ります。 

 

 

 

 

  

仙塩浄化センター全体計画図 
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３ 阿武隈川下流流域下水道  

（１）概要 

阿武隈川下流流域下水道は、５市６町（仙台市（太白区の一部）、白石市、名取市、角

田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町）の汚水を処理する

流域下水道として昭和 49 年度に着手し、昭和 59 年度に供用を開始しました。流域の生

活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的として流域幹線及びポンプ場並びに終末処

理場である県南浄化センターの整備を行い、下水道の普及拡大と阿武隈川水系の水質保全

を担っています。 
流域の管渠は、阿武隈川外６幹線で、延長約 90 ㎞が整備され、処理区域人口は 30 万

４千人、下水道普及率は 8４.４%となっています。 

また、県南浄化センターの水処理施設は４.５系列、日最大能力は１２万５千 m3 で、令

和７年度の日平均流入量は約 9 万９千 m3 となっています。汚泥処理は、濃縮、消化、脱

水後、汚泥燃料化施設で燃料化し、有効利用を図っています。 

 

 

阿武隈川下流流域下水道一般図 阿武隈川下流流域下水道一般図 阿武隈川下流流域下水道一般図 
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（２）阿武隈川下流流域下水道計画諸元 
事業箇所処理区域名 阿武隈川下流流域下水道 
 阿武隈川下流 
計画諸元 全体計画 事業計画 R7 年度末 備   考 
計画処理面積(ha) 11,184.07 10,670.65  8,847.0 ※  
計画処理人口(人) 295,797 296,423 304,595 ※ 普及率 84.4% ※ 
計画処理水量(m3／日) 119,900 122,863     （99,153） R7 日平均流入量 
処理能力(m3／日) 122,811 125,000 125,000   
系列数 5 5 4.5   
管渠延長(m) 102,210 90,710 90,710   
放流渠延長(m) 440 440 440   
ポンプ場(箇所) 7 6 6   
事業期間 S49～R17 ～R12   
処理場名 県南浄化センター 
所在地 岩沼市下野郷字赤江川 
敷地面積(ha) 15.7ha 
処理方式 標準活性汚泥法 
  ※全体計画、事業計画は R7 年度に変更したもの。 

※計画処理水量は日最大であり、（）は R７年度の日平均流入量実績値 

※処理面積、処理人口、流域別普及率は土木部都市環境課資料（R7.3）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県南浄化センター全体計画図 

令和６年度末既設 
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４ 鳴瀬川流域下水道  

（１）概要 

 鳴瀬川流域下水道は、１市１町（大崎市（旧松山町・旧三本木町・旧鹿島台町）、美里

町（旧小牛田町））の汚水を処理する流域下水道として昭和 56 年度に事業着手し、平成

4 年度に供用を開始しました。流域の生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的とし

て流域幹線及びポンプ場並びに終末処理場である鹿島台浄化センターの整備を行い、下水

道の普及拡大と鳴瀬川水系の水質保全を担っています。 

  流域の幹線管渠は、志田と小牛田の 2 幹線で、延長約 21 ㎞が整備され、処理区域人口

は 2 万 6 千人、下水道普及率は 57.6%となっています。 

 また、鹿島台浄化センターの水処理施設は 5 系列、日最大能力は 8.8 千 m3 で、令和 

７年度の日平均流入量は約 6.６千 m3 となっています。汚泥処理は脱水後、仙塩浄化セン

ターで焼却処分等を行っています。 

 

（２）鳴瀬川流域下水道計画諸元 
事業箇所処理区域名 鳴瀬川流域下水道 
 志田 
計画諸元 全体計画 事業計画 R7 年度末 備   考 
計画処理面積(ha) 1,580.48 1,405.0  1,132.7 ※  
計画処理人口(人) 29,650  28,930  26,368 ※  普及率 57.6% ※ 
計画処理水量(m3／日) 11,100  10,800       （6,671） R7 日平均流入量 
処理能力(m3／日) 11,100  11,100  8,800    
系列数 6 6 5   
管渠延長(m) 21,130  21,130  21,130   
放流渠延長(m) 3,400  3,400  3,400   
ポンプ場(箇所) 5 5 5  
事業期間 S56～R17 ～R12   
処理場名 鹿島台浄化センター 
所在地 大崎市鹿島台木間塚字新三ツ屋 
敷地面積(ha) 4.4ha 
処理方式 オキシデーションディッチ法 
  ※全体計画、事業計画は R6 年度に変更したもの。 

※計画処理水量は日最大であり、（）は R７年度の日平均流入量実績値 

※処理面積、処理人口、流域別普及率は土木部都市環境課資料（R7.3）による。 

鳴瀬川下流流域下水道一般図 
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鹿島台浄化センター全体計画図 

令和６年度末既設 
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５ 吉田川流域下水道  

（１）概要 

 吉田川流域下水道は１市２町１村（富谷市、大和町、大郷町、大衡村）の汚水を処理す

る流域下水道として昭和 63 年度に事業着手し、平成４年度に供用を開始しました。流域

の生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的として流域幹線及びポンプ場並びに終

末処理場である大和浄化センターの整備を行い、下水道の普及拡大と吉田川水系の水質保

全を担っています。 

 流域の幹線管渠は、富谷外４幹線で、延長約 28 ㎞が整備され、処理区域人口は 8 万

人、下水道普及率は 88.3%となっています。 

  また、大和浄化センターの水処理施設は３.5 系列、 日最大能力は 4 万２千 m3 で、令

和７年度の日平均流入量は約３万１千 m3 となっています。汚泥処理は濃縮、脱水後、仙

塩浄化センターで焼却処分等を行っています。 

 

（２）吉田川流域下水道計画諸元 
事業箇所処理区域名 吉田川流域下水道 
 黒川 
計画諸元 全体計画 事業計画 R7 年度末 備考 
計画処理面積(ha) 4,522.27 3,854.25 3,140.8 ※  
計画処理人口(人) 82,439 80,308 79,553 ※ 普及率 88.3% ※ 
計画処理水量(m3／日) 58,400 51,300  （30,864） R7 日平均流入量 
処理能力(m3／日) 58,500 58,500 41,825   
系列数 5 5 3.5   
管渠延長(m) 28,340 28,340 28,340   
放流渠延長(m) 30 30 30   
ポンプ場(箇所) 4 4 4   
事業期間 S63～R17 ～R12   
処理場名 大和浄化センター 
所在地 大和町鶴巣下草字作内田 
敷地面積(ha) 6.4ha 
処理方式 標準活性汚泥法 
  ※全体計画、事業計画は R7 年度に変更したもの。 

※計画処理水量は日最大であり、（）は R７年度の日平均流入量実績値 

※処理面積、処理人口、流域別普及率は土木部都市環境課資料（R7.3）による。 

吉田川下流流域下水道一般図 
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大和浄化センター全体計画図 

令和６年度末既設 
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２．目標・運営方針  
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６．各流域下水道の沿革  
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～ＴＯＰＩＣＳ～ 
 マンホールカードの配布をしています！  
 

マンホールカードとは  

 マンホールカードは、身近な存在であるマンホール蓋を通じて、楽しみながら下水道へ

の理解と関心を深めていただくためのコミュニケーションツールとして、下水道広報プラ

ットホーム（GKP）と全国の地方公共団体が一緒に発行しています。 

 平成２８年４月に第１弾が発行されて以来、徐々にその種類も増えてきております。 

詳細は下記 URL の下水道広報プラットフォームホームページでご確認ください。 

https://www.gk-p.jp/activity/mc/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
デザインについての由来・説明 

 左側 

 宮城県のご当地キャラクター｢仙台・宮城観光ＰＲキャラクター むすび丸｣と県花｢ミヤ

ギノハギ｣を描いたマンホール蓋です。 

 むすび丸は、仙台・宮城の美味しいお米でふっくら炊き上げた｢おむすび｣顔に、｢伊達政

宗公の兜飾り｣が特徴のキャラクターで、好きなものは三陸沖でとれる海産物、仕事は全

国各地に出かけて、宮城をＰＲしています。 

 むすび丸の外縁部には県の花として県民に愛されているミヤギノハギを配置し、県の象

徴をアピールするとともに、下水道事業で｢きれいな水をみらいまで｣つなげる意思を表現

しながら、浄化された水をイメージした水色で背景を彩りました。 
 

 右側 

 仙塩流域下水道は東北地方初の流域下水道として１９７３年に着手しました。デザイン

マンホール蓋に描かれているのは、宮城県中南部下水道事務所ＰＲキャラクターの「セン

エンちゃん」と「ボルルン」です。センエンちゃんは水をキレイにしてみんなを幸せにす

ることが使命の水の妖精で、ボルルンは汚れた水をキレイにしてくれる代表的な微生物

「ボルティセラ」をイメージしたＰＲキャラクターです。県花のミヤギノハギを背景に、

本マンホールが設置されている公園のシンボルツリーの枝垂れ桜をちりばめるとともに、

英語表記にすることで、世界中の人にも愛されることを願ってデザインしました。 

 

配布場所 

 左側                  右側 

 平  日：県南浄化センター管理棟内   通日  ：仙台港多賀城地区緩衝緑地公園 

       9:00～12:00 13:00～16:00        （多賀城みずむすび公園） 

 土日祝日：道の駅「村田」                      管理事務所 

      （村田町物産交流センター）         9:00～12:00 14:00～16:00 

        9:00～17:00 
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